
 

中原区区民会議課題調査部会要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、川崎市区民会議条例（平成１８年川崎市条例第

１１号。以下「条例」という。）第７条に基づき設置する中原区区

民会議課題調査部会（以下「課題調査部会」という。）について、

条例、川崎市区民会議条例施行規則（平成１８年川崎市規則第２８

号。以下「規則」という。）及び中原区区民会議要綱（平成１８年

４月１日１８川中総第１９５号区長決裁）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 課題調査部会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）区民会議における意見の整理に関すること。 

（２）課題についての検証・調査に関すること。 

（３）課題解決に向けた取り組みの検討に関すること。 

 （組織） 

第３条  課題調査部会は、区民会議で指名された委員によって構成す

る。 

 （正副部会長） 

第４条  課題調査部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選によ

り定める。 

２  部会長は、課題調査部会の事務を掌理する。 

３  副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部

会長が欠けたときは、その職務を代理する。 



 

 （任期） 

第５条  課題調査部会員の任期は、課題調査部会において審議課題の

調査・検討を行い、区民会議への報告が終了するまでとする。ただ

し、中原区区民会議委員の任期中の再任は妨げない。 

２  前項の規定に関わらず、部会長及び副部会長の任期は、中原区区

民会議委員の任期とする。 

 （会議） 

第６条  課題調査部会は、部会長が招集し、部会長はその会議の議長

となる。 

２  課題調査部会は、部会員の半数以上が出席しなければ、会議を開

くことができない。 

 （関係者の出席） 

第７条  課題調査部会は審議課題の調査・検討のため必要があると認

めるときは、関係者の出席を求め、専門的な知識及び豊富な経験等

に基づく意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 課題調査部会の庶務は、中原区役所企画課において処理する。 

 （その他） 

第９条  この要領に定めるもののほか、課題調査部会の運営に必要な

事項は、部会長が課題調査部会に諮って定める。 

附 則  

 この要領は、平成２０年１０月９日から施行する。 

 

 


